
○横芝光町集会施設改築及び保全事業等補助金交付要綱  

平成１８年３月２７日 

告示第３０号 

改正 令和３年１２月２０日告示第１３９号  

（趣旨） 

第１条 町長は、町内における地域住民の快適な居住環境づくりを促進し、

地域連帯意識を醸成するため、地域の公共集会施設改築及び保全等に要す

る経費に対し、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則（平成

１８年横芝光町規則第５０号。以下「規則」という。）及びこの告示に基

づき、補助金を交付する。 

（経費及び補助額） 

第２条 改築の場合（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の

２に規定する認可地縁団体が行う場合に限る。以下同じ。）の補助金の対

象となる経費は、前条に定める事業に要する経費（解体撤去費を含む。）

とし、当該経費から当該事業に係る会議費、事務費等を控除した額に対し、

補助率の１０分の９以内１，５００万円を限度として補助金を交付する。  

２ 前項の規定にかかわらず、改築が著しく公益に資すると認められるとき

は、町長は、補助率又は補助限度額を上げることができる。  

３ 保全事業（増築を含む。エアコンの設置及び修繕も対象とする。）につ

いての対象経費は、１０万円以上とし、補助率１０分の９以内５００万円

を限度として補助金を交付する。 

４ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする年度の前年度

において、当該補助金の交付を受けている場合においては、補助金の交付



は行わない。改築及び大規模な保全（補助金額２００万円以上）を行った

場合についても、その年度から起算して４年間は、補助金の交付は行わな

い。 

５ 敷地内舗装の対象面積は、１００平方メートルまでとし、請負等で実施

する場合は事業費の３分の１以内、直営等で実施する場合は資材費の２分

の１以内を限度として補助金を交付する。  

６ 前項の規定は、次に掲げる場合は適用しない。  

（１） 改築の場合 

（２） 公益上の必要性から３００平方メートルまでの舗装について、町

が舗装資材及び舗装機材の提供を行う場合  

（令３告示１３９・一部改正） 

（交付の申請） 

第３条 規則第３条の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、

町長が定める期日までに集会施設改築及び保全事業等補助金交付申請書

（別記第１号様式）を町長に提出しなければならない。  

（交付の条件） 

第４条 規則第５条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。  

（１） 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変

更をする場合においては、町長の承認を受けること。  

（２） 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかに町

長に報告し、その指示を受けること。 

（承認申請） 

第５条 前条の規定により町長の承認を受けようとするときは、集会施設改



築及び保全事業等変更（中止・廃止）承認申請書（別記第２号様式）を町

長に提出しなければならない。 

（概算払の請求） 

第６条 規則第８条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、

集会施設改築及び保全事業等補助金概算払請求書（別記第３号様式）を町

長に提出しなければならない。 

（状況報告） 

第７条 規則第１１条の規定により事業の状況を報告しようとするときは、

集会施設改築及び保全事業等遂行状況報告書（別記第４号様式）により町

長に報告しなければならない。 

（実績報告） 

第８条 規則第１３条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の

完了の日から３０日以内に集会施設改築及び保全事業等実績報告書（別記

第５号様式）を町長に提出しなければならない。  

（交付の請求） 

第９条 規則第１６条の規定により補助金の交付の請求をしようとするとき

は、集会施設改築及び保全事業等補助金交付請求書（別記第６号様式）を

町長に提出しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１８年３月２７日から施行する。  

（適用） 

２ この告示は、平成１８年４月１日以後に係る補助金の交付に適用し、同



日前に係る補助金の交付については、なお合併前の光町集会施設設置及び

保全事業等補助金交付要綱（昭和５６年５月３０日光町制定。次項におい

て「合併前の要綱」という。）の例による。  

（経過措置） 

３ 平成１８年３月３１日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続

その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。  

附 則（令和３年告示第１３９号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。  



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第３条） 

第２号様式（第５条） 

第３号様式（第６条） 

第４号様式（第７条） 

第５号様式（第８条） 

第６号様式（第９条） 

 


